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令和３年度 ９月補正予算（追加）案の概要 

 

１ 総  括 
   新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、段階的緩和措置として、県内飲食店等の 

  事業者に対して営業時間短縮等の要請を行うことに伴い、感染防止対策協力金の支給に要す 

  る経費など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成した。 

 

 

２ 補正予算の規模 

  一般会計                     ２４４億６，６０８万５千円 

  （補正後累計                           ２兆４，６８４億５，６８７万８千円） 

 

 

３ 内  容 
 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止 

  ・ 飲食店等に対する営業時間短縮要請等に伴う感染防止対策協力金の支給 
                             ２４４億５，９２７万２千円 

     要請期間：令和３年１０月１日から令和３年１０月２４日まで（２４日間） 

     支給対象：県内全域において、期間中、営業時間の短縮等に協力した飲食店 

          （バー、カラオケボックス等を含む。）・喫茶店を運営する事業者 

     営業時間等：≪彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）認証店≫ 
           午前５時から午後９時まで 
           （酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで） 
          ≪非認証店≫ 
           午前５時から午後８時まで 
           （酒類提供は終日自粛（飲酒の機会の提供含む。）） 
      支 給 額：飲食店等の売上高に応じ、１店舗当たり日額２万５千円から７万５千円 
          又は飲食店等の売上高減少額に応じ、１店舗当たり日額最大２０万円 
 
  ・ 飲食店等への営業時間短縮要請等に係る現地調査          ６８１万３千円 

 

 

４ 財  源 

  ・ 国庫支出金                    ２４２億２，４３５万７千円 
  ・ 繰越金                        ２億４，１７２万８千円 


